
 

事 務 連 絡 

令和元年１０月１７日 

 

   都道府県 

各 指定都市 民生主管部生活保護担当課保護担当係長 殿 

   中 核 市 

 

 

                                        厚生労働省社会・援護局保護課保護係長 

 

 

令和元年台風１９号による被災者の生活保護の取扱いについて 

 

 

 生活保護行政の推進については、平素より格段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。 

 令和元年台風１９号による被災者の生活保護の取扱いについては、別添１「東北地方太

平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて」（平成２３年３月１７日社援保発

０３１７第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）、別添２「東北地方太平洋沖地震

による被災者の生活保護の取扱いについて（その２）」（平成２３年３月２９日社援保発

０３２９第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）及び別添３「東日本大震災による

被災者の生活保護の取扱いについて（その３）」（平成２３年５月２日社援保発０５０２

第２号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に準じて取り扱うこととしましたので、管

内実施機関に周知徹底いただくとともに、被災者の事情を考慮し、適切な保護の実施に当

たるよう、特段のご配慮をお願いいたします。 

 なお、別添２のうち、台風被害等により保護の実施機関において一時的に保護費の支給

が困難な場合の緊急小口資金の貸付の活用にかかる取扱いについては、追ってご連絡いた

します。 

 

  

 

厚生労働省社会・援護局 

 保護課保護係 橋本・加茂野 

 ＴＥＬ  03-5253-1111（内 2826） 

 ＦＡＸ  03-3592-5934 

 E-MAIL hogogakari@mhlw.go.jp 
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事 務 連 絡 

令和元年１０月２５日 

 

   都道府県 

各 指定都市 民生主管部生活保護担当課保護担当係長 殿 

   中 核 市 

 

 

                                        厚生労働省社会・援護局保護課保護係長 

 

 

令和元年台風１９号による被災者の生活保護の取扱いについて（その２） 

 

 

 生活保護行政の推進については、平素より格段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。 

 令和元年台風１９号による被災者の生活保護の取扱いについては、別添１「令和元年台

風１９号による被災者の生活保護の取扱いについて」（令和元年１０月１７日厚生労働省

社会・援護局保護課保護係長事務連絡）にてお示ししているところですが、台風被害等に

より保護の実施機関における一時的に保護費の支給が困難な場合の緊急小口資金の貸付の

活用に関して、今般改めて、別添２「生活福祉資金貸付（福祉資金［緊急小口資金］）の特

例について」（令和元年１０月２５日社援発１０２５第１０号厚生労働省社会・援護局長

通知）及び別添３「生活福祉資金貸付（福祉資金〔緊急小口資金〕）の特例に係る留意事

項について」（令和元年１０月２５日社援地発１０２５第２号厚生労働省社会・援護局地

域福祉課長通知）が発出されておりますので、情報提供いたします。 

 

 

 

厚生労働省社会・援護局 

 保護課保護係 橋本・加茂野 

 ＴＥＬ  03-5253-1111（内 2826） 

 ＦＡＸ  03-3592-5934 

 E-MAIL hogogakari@mhlw.go.jp 

 



 

事 務 連 絡 

令和元年１０月１７日 

 

   都道府県 

各 指定都市 民生主管部生活保護担当課保護担当係長 殿 

   中 核 市 

 

 

                                        厚生労働省社会・援護局保護課保護係長 

 

 

令和元年台風１９号による被災者の生活保護の取扱いについて 

 

 

 生活保護行政の推進については、平素より格段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。 

 令和元年台風１９号による被災者の生活保護の取扱いについては、別添１「東北地方太

平洋沖地震による被災者の生活保護の取扱いについて」（平成２３年３月１７日社援保発

０３１７第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）、別添２「東北地方太平洋沖地震

による被災者の生活保護の取扱いについて（その２）」（平成２３年３月２９日社援保発

０３２９第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）及び別添３「東日本大震災による

被災者の生活保護の取扱いについて（その３）」（平成２３年５月２日社援保発０５０２

第２号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に準じて取り扱うこととしましたので、管

内実施機関に周知徹底いただくとともに、被災者の事情を考慮し、適切な保護の実施に当

たるよう、特段のご配慮をお願いいたします。 

 なお、別添２のうち、台風被害等により保護の実施機関において一時的に保護費の支給

が困難な場合の緊急小口資金の貸付の活用にかかる取扱いについては、追ってご連絡いた

します。 

 

  

 

厚生労働省社会・援護局 

 保護課保護係 橋本・加茂野 

 ＴＥＬ  03-5253-1111（内 2826） 

 ＦＡＸ  03-3592-5934 

 E-MAIL hogogakari@mhlw.go.jp 

 

別添１



社 援 発 1025 第 10 号 

令和元年 10 月 25 日 

 

各都道府県知事殿 

 

厚生労働省社会・援護局長 

（公印省略）   

 

 

生活福祉資金貸付（福祉資金［緊急小口資金］）の特例について 

 

 

生活福祉資金の貸付けについては、平成２１年７月２８日付厚生労働省発社援第０７２８

第９号厚生労働事務次官通知「生活福祉資金の貸付けについて」及び平成２１年７月２８日

社援発第０７２８第１３号厚生労働省社会・援護局長通知「生活福祉資金（福祉資金及び教

育支援資金）貸付制度の運営について」により実施されているところであるが、今般発生し

た令和元年台風第１５号及び第１９号により被災した世帯に対する福祉資金の貸付けの運

営及び国庫補助の対象となる貸付の範囲について、下記のとおり特例措置を講ずることとし、

災害救助法適用日から適用することとしたので通知する。 

 

記 

 

１ 貸付対象 

令和元年台風第１５号及び第１９号により、災害救助法（昭和２２年１０月１８日法律

第１１８号）の適用となった地域及び被災したため特例措置が必要な地域として、貴職が

設定した地域に住所を有し当座の生活費を必要とする世帯。（低所得世帯に限らない。） 

なお、地域を指定したときは、事後で差し支えないので、延滞なく当職あて報告するこ

と。 

 

２ 貸付金額の限度 

原則として、１０万円以内とする。ただし、次に掲げる特に必要と認められる場合は２

０万円以内とする。 

（１）世帯員の中に死亡者がいるとき。 

（２）世帯員に要介護者がいるとき。 

（３）世帯員が４人以上いるとき。 

（４）前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉

協議会会長が認めるとき。 

 

別添２



３ 貸付けの方法 

（１）据置措置 

貸付けの日から１年以内とする。 

（２）償還期限 

（１）の据置期間経過後２年以内とする。 

 

４ 貸付けの手続き 

迅速な貸付けを行う必要があることから、貸付けの手続きについては、次のとおりとす

る。 

（１）借入れの申込み 

ア 災害時の緊急対応であることにかんがみ、借入れの申込みにあたって民生委員を

窓口とすることが困難な場合には、借入申込書を直接市区町村社会福祉協議会に提

出し、市区町村社会福祉協議会を経由して、都道府県社会福祉協議会会長に提出す

ることとして差し支えないなど、貸付金の交付は可及的速やかに行うこと。 

イ 借入申込書の記載事項については、住所、氏名、生年月日、勤務先の名称及び所

在地等必要最小限として差し支えないこと。 

ウ 借入申込書及び借用書への捺印は、印鑑又は拇印によるものとする。 

（２）借入申込者の確認 

借入申込者の氏名及び住所の確認は、健康保険証、運転免許証等によるほか、民生

委員、社会福祉協議会職員及び市町村役場職員による現認等により行うこと。 

なお、今回の特例措置を講じることにより不正な貸付が行われることがないよう、

着実な確認を行うこと。 

（３）受付及び貸付金交付 

ア 借入申込みの受付は、実施体制が整い次第、速やかに開始すること。 

イ 受付期間は、当分の間とする。 

ウ 貸付金の交付は、災害時の緊急的対応であることにかんがみ、可及的速やかに行

うこと。 

 

５ その他 

（１）本通知に特段の定めのないものについては、厚生労働事務次官通知「生活福祉資金の

貸付けについて」及び社会・援護局長通知「生活福祉資金貸付制度の運営について」、

令和元年１０月２５日付社援地発１０２５第２号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長

通知等の関係通知によることとする。 

（２）当該貸付けの実施主体である都道府県社会福祉協議会及び貸付窓口となる市区町村社

会福祉協議会と十分に連携を図りつつ、円滑な貸付けを行うこと。また、貸付けの実施

にあたっては、社会福祉協議会と生活困窮者自立相談支援事業等の関係機関と情報共有

や連携等を図るなど、適切に実施すること。 

（３） 本通知は令和元年度台風第１５号及び第１９号により被災した世帯に対する貸付け



に当たって、平時とは異なる運用をお示しするものであることから、平時の貸付けとは

別に集計及び報告ができるよう管理すること。 

（４） 本通知は令和元年度台風第１５号及び第１９号により被災した世帯から、適用日以

降に貸付申込があり、本通知が届くまでの間に平時の据置期間及び償還期間で貸付決定

をしている場合、対象者の希望を聞き取ったうえで、本通知による運用の範囲内の据置

期間及び償還期間に契約内容を変更するなど、柔軟に対応すること。 



社援地発 1025 第 2 号 

令和元年 10 月 25 日 

 

各都道府県民生主管部（局）長殿 

 

厚生労働省社会・援護局地域福祉課長 

（公印省略）      

 

 

生活福祉資金貸付（福祉資金〔緊急小口資金〕）の特例に係る留意事項について 

 

 

令和元年台風第１５号及び第１９号により被災した世帯に対する緊急小口資金の貸付に

ついては、「生活福祉資金貸付（福祉資金［緊急小口資金］）の特例について」（令和元年１

０月２５日付け社援発１０２５第１０号社会・援護局長通知。以下「局長通知」という。）

により特例措置（以下「本特例措置」という。）を講じたところであるが、本特例措置の運

用に当たり下記について留意いただくとともに管内の都道府県社会福祉協議会へ周知願い

たい。 

 

記 

 

１ 貸付対象について 

 

（１）局長通知１にある貸付対象の前提となる令和元年台風第１５号及び第１９号による災

害にかかる災害救助法（昭和２２ 年１０ 月１８ 日法律第１１８ 号）の適用となった

地域については、次の URL を参照すること。 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html 

（２）局長通知１にある貸付対象の前提となる「被災したため特例措置が必要な地域として、

貴職（各都道府県知事）が設定した地域」については、地域が設定され次第、厚生労働

省から各都道府県宛に情報提供を行うこととするので、下記３の取扱に当たっては留意

すること。 

 

２ 借入申込者の確認の方法について 

局長通知４の（２）にある借入申込者の確認については、運転免許証、健康保険証等の

公的機関が発行する身分証明書による確認が望ましいが、行政機関が作成する避難者名簿

の活用や借入申込者の親族の立会や照会による確認、キャッシュカードやクレジットカー

ド等による確認など、柔軟な対応によるもので差し支えないこと。 

 

別添３



３ 被災地から県外へ避難した者に対する貸付について 

本特例措置の貸付対象の前提となる地域から、他の都道府県へ避難した者のうち、今後、

避難先の都道府県に当分の間（１か月程度以上を目安）居住し、継続的に連絡が取れるこ

とが見込まれる者であって、本特例措置による貸付が必要と認められる者に対しては、避

難先の都道府県社会福祉協議会において貸付を実施すべきものであるので、都道府県社会

福祉協議会は、今般の特例措置の取扱いについて、申請の窓口となる市町村社会福祉協議

会へ伝達すること。 

 

４ その他 

（１）本特例措置により貸し付けられた貸付については、局長通知５の（３）にあるとおり、

通常に貸し付けられた資金と区分して管理しなければならないものであること。 

（２）被災都道府県の社会福祉協議会に対し、被災都道府県以外の社会福祉協議会が、広域

的な応援に入り、旅費、宿泊費等の経費が生じること等が想定されるが、今後、生活困

窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱等の関係通知について所要の改正を行い、

特例措置の実施にあたり追加的に需要が生じる事務費に対して補助を行うことを予定

しているので、ご承知置き願いたい。 

  




